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社会福祉常任委員会社会福祉常任委員会社会福祉常任委員会社会福祉常任委員会社会福祉常任委員会
12
月
、
第
８
回
定
例
議
会
初
日

に
社
会
福
祉
常
任
委
員
会
へ
付

託
さ
れ
た
議
案
第
14
号
「
辰
野

町
高
齢
者
能
力
活
用
セ
ン
タ
ー

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
制
定
」
及
び
陳
情
第
９
号

「
医
療
・
社
会
保
障
の
拡
充
を

求
め
る
陳
情
書
」
に
つ
い
て
、

13
日
午
前
九
時
よ
り
委
員
全
員

出
席
の
も
と
保
健
福
祉
課
長
及

び
町
開
発
公
社
事
務
局
長
、

パ
ー
ク
ホ
テ
ル
支
配
人
の
出
席

を
求
め
、
慎
重
に
審
査
い
た
し

ま
し
た
。
以
下
、
審
査
の
結
果

を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

○
辰
野
町
高
齢
者
能
力
活
用
セ

ン
タ
ー
は
、
旧
辰
野
荘
の
跡
に

建
設
中
で
、
愛
称
は
「
パ
ー
ク

セ
ン
タ
ー
ふ
れ
あ
い
」
と
決
ま

り
ま
し
た
。
こ
の
施
設
を
町
民

の
皆
さ
ん
が
有
効
に
利
用
さ
れ

る
た
め
の
条
例
で
あ
り
ま
す
。

町
の
説
明
で
は
、
本
条
例
案

は
、
同
「
建
設
委
員
会
」
の
論

議
を
経
て
議
会
に
は
か
ら
れ
、

今
後
管
理
・
運
営
は
町
開
発
公

社
に
委
ね
る
と
の
こ
と
。
利
用

者
は
、「
高
齢
者
」
に
限
ら
ず

幅
広
い
年
代
に
利
用
で
き
る
よ

う
に
す
る
。
開
館
時
間
は
、
午

前
８
時
30
分
か
ら
、
午
後
10
時

ま
で
、
但
し
「
ふ
れ
あ
い
ホ
ー

ル
」
は
入
浴
を
前
提
に
し
午
前

10
時
30
分
か
ら
午
後
３
時
30
分

ま
で(

利
用
料
省
く)

。

　

委
員
か
ら
は
「
ふ
れ
あ
い

ホ
ー
ル
」
の
利
用
と
ホ
テ
ル
の

入
浴
時
間
に
つ
い
て
は
、
旧
辰

野
荘
当
時
か
ら
の
課
題
で
あ

り
、
町
民
の
利
便
向
上
か
ら
延

長
の
方
向
で
検
討
す
る
べ
き
と

の
強
い
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
案
件

に
つ
き
総
務
課
長
、
課
長
補
佐
、

秘
書
室
長
、
係
長
の
同
席
を
求

め
審
査
を
行
っ
た
。

◎
議
案
11
号　

辰
野
町
職
員
の

再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

こ
の
条
例
は
人
事
院
勧
告
に

基
づ
く
条
例
改
正
で
、
60
才
定

年
制
度
に
対
し
て
、
公
的
年
金

の
支
給
が
段
階
的
に
延
伸
と
な

る
こ
と
へ
の
対
応
と
し
て
行
わ

れ
る
条
例
の
改
正
で
あ
る
。
一

般
職
員
の
場
合
、
25
年
以
上
勤

続
し
て
退
職
し
た
者
で
あ
り
該

当
退
職
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

５
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

に
あ
る
者
に
つ
い
て
再
任
用
で

き
る
制
度
で
あ
る
。

　

消
防
職
員
は
延
伸
措
置
が
な

い
た
め
、
平
成
19
年
４
月
１
日

よ
り
５
年
間
に
亘
り
段
階
的
に

適
用
さ
れ
る
。
全
会
一
致
「
可

」
と
し
た
。
な
お
本
条
例
は
本

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

◎
議
案
12
号　

辰
野
町
職
員
の

再
任
用
に
係
る
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　

こ
の
条
例
は
前
号
の
条
例
の

該
当
職
員
に
対
す
る
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
勤
務
条
件
を

改
正
整
備
す
る
も
の
で
、
い
ず

れ
も
一
般
職
に
準
じ
た
条
例
の

整
備
で
あ
る
。
た
だ
し
、
給
料

月
額
に
つ
い
て
は
課
長
相
当
職

で
月
額
３
１
９
，
５
０
０
円
、

勤
続
手
当
に
つ
い
て
は55/100

が30/100

に
減
額
さ
れ
る
な
ど

諸
手
当
は
減
額
さ
れ
た
内
容
で

あ
る
。
全
会
一
致
「
可
」
と
し

た
。
な
お
、
本
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
。　

議案第14号 「辰野町高齢者能力活用センターの設置及び

管理に関する条例の制定」

陳情第 9号 「医療・社会保障の拡充を求める陳情書」

◎
議
案
13
号　

辰
野
町
観
光
情

報
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
。

　

駅
前
に
完
成
し
た
標
記
施
設

の
管
理
運
営
に
関
す
る
条
例
で

あ
る
。
利
用
時
間
が
午
前
10
時

か
ら
午
後
９
時
に
な
っ
て
い
る

が
管
理
体
制
は
ど
う
す
る
か
、

風
俗
的
な
利
用
な
ど
溜
ま
り
場

と
な
ら
な
い
管
理
は
ど
う
す
る

か
な
ど
の
質
問
に
対
し
て
は
、

臨
時
職
員
の
採
用
に
よ
り
対
応

を
検
討
し
た
い
と
の
説
明
で

あ
っ
た
。

　

利
用
料
に
つ
い
て
は
、
原
則

無
料
で
あ
る
が
、
研
修
室
は
１

時
間
五
百
円
と
し
、
消
耗
品
に

つ
い
て
は
原
則
有
料
と
す
る
。

　

パ
ソ
コ
ン
指
導
に
つ
い
て
は
、

堪
能
な
人
材
を
採
用
し
て
行
き

た
い
と
の
説
明
が
あ
り
全
会
一

致
「
可
」
と
し
た
。
将
来
的
に

町
内
施
設
利
用
申
し
込
み
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
採
用
し
て
欲

し
い
と
の
要
望
に
つ
い
て
は
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

◎
陳
情
７
号　

核
兵
器
廃
絶
の

明
確
な
約
束
実
行
を
核
保
有
国

に
求
め
る
意
見
書

　

委
員
全
員
賛
成
に
よ
り
採
択
。

総務文教常任委員会総務文教常任委員会総務文教常任委員会総務文教常任委員会総務文教常任委員会
議案11号　辰野町職員の再任用に関する条例について

議案12号　辰野町職員の再任用に係わる関係条例の整備に

関する条例の制定について

議案13号　辰野町観光情報センターの設置及び管理に関す

る条例について

陳情 7号 「核兵器廃絶の明確な約束実行を核保有国に

求める意見書」
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経済建設常任委員会経済建設常任委員会経済建設常任委員会経済建設常任委員会経済建設常任委員会

議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会

　

こ
れ
に
対
し
町
側
は
、
ホ
テ

ル
客
と
の
調
整
・
風
呂
の
清
掃

時
間
・「
ふ
れ
あ
い
」
の
管
理
体

制
等
の
理
由
か
ら
困
難
で
あ
る

と
の
見
解
で
し
た
。
当
委
員
会

と
し
て
は
、
今
後
開
発
公
社
理

事
会
に
於
い
て
延
長
の
検
討
す

べ
く
要
請
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
件
審
査
で
は
、
住
民
福
祉

と
観
光
事
業
が
相
乗
効
果
を
出

す
こ
と
の
困
難
を
痛
感
い
た
し

ま
し
た
。
今
後
、
両
施
設
の
コ

ン
セ
プ
ト
を
明
確
に
さ
れ
、
利

用
促
進
の
ソ
フ
ト
構
築
と
住
民

福
祉
へ
の
一
層
の
努
力
を
期
待

し
て
、
本
議
案
を
委
員
会
と
し

て
「
可
」
と
決
し
ま
し
た
。

○
陳
情
第
９
号
に
つ
い
て
。

長
野
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会

か
ら
、「
国
に
対
し
て
医
療
環
境

の
劣
化
を
止
め
る
よ
う
」
陳
情

の
要
請
で
あ
り
ま
す
。

　

健
保
・
家
族
入
院
３
割
負
担
、

高
齢
者
負
担
の
引
上
げ
、
医
療

事
故
問
題
、
医
療
機
関
の
経
営

困
難
、
競
争
原
理
導
入
の
危
惧

な
ど
、
要
望
の
陳
情
事
項
は
理

解
で
き
る
も
の
と
し
て
国
関
係

機
関
へ
の
陳
情
を
、
当
委
員
会

全
員
の
発
議
に
て
決
し
ま
し
た
。

狂狂狂狂狂
牛牛牛牛牛
病病病病病
ののののの
万万万万万
全全全全全
ななななな
対対対対対
策策策策策
ををををを

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

求求求求求
めめめめめ
るるるるる
意意意意意
見見見見見
書書書書書
ののののの
提提提提提
出出出出出

　

狂
牛
病
（
牛
海
綿
状
脳
症
）

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
恐
怖
と

混
乱
を
巻
き
起
こ
し
、
足
腰
が

立
た
な
い
牛
の
衝
撃
的
な
映
像

と
共
に
、
日
本
で
も
大
々
的
に

報
道
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
欧
米
人
と
は
根
本

的
に
違
う
食
文
化
を
持
つ
日
本

人
に
と
っ
て
は
、
対
岸
の
火
事

で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
想
像
だ
に
し
な

い
狂
牛
病
感
染
牛
の
発
見
に
、

国
中
に
震
撼
が
走
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
農
水
省
や
厚
生
労

働
省
の
対
策
の
遅
れ
や
不
手
際

に
よ
っ
て
風
評
被
害
を
招
き
、

畜
産
・
酪
農
家
、
流
通
・
加
工

業
者
、
飲
食
店
、
消
費
者
に
、

か
つ
て
な
い
不
安
と
大
損
害
を

与
え
て
い
ま
す
。

　

感
染
ル
ー
ト
は
ま
だ
解
明
さ

れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
感
染

原
因
は
欧
米
で
使
用
禁
止
に

な
っ
て
い
る
肉
骨
粉
の
輸
入
と

使
用
を
漫
然
と
放
置
し
た
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

　

輸
入
肉
骨
粉
に
よ
る
狂
牛
病

の
発
生
は
、
輸
入
非
加
熱
血
液

製
剤
に
よ
る
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス

感
染
者
の
拡
大
や
輸
入
ヒ
ト
乾

燥
硬
膜
に
よ
る
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ

ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
感
染
者
の
拡

大
と
、
全
く
同
じ
薬
害
の
様
相

を
呈
し
て
い
ま
す
。

　

自
然
災
害
に
比
べ
て
人
為
災

害
に
対
し
て
は
無
策
・
無
防
備

で
あ
り
「
水
と
安
全
は
タ
ダ
」

だ
と
思
っ
て
い
る
日
本
政
府
の

危
機
管
理
に
対
し
て
の
欠
陥
が

露
呈
し
ま
し
た
。

　

国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る

と
い
う
最
低
限
の
行
政
責
任
さ

え
果
た
せ
な
い
政
府
と
、
良
識

を
失
っ
た
官
僚
組
織
の
体
質
、

大
き
な
憤
り
を
感
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
自
ら
生
産
す
る
牛
の

健
康
と
品
質
管
理
に
重
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
飼
料
に
対
し
て
、

あ
ま
り
に
も
無
頓
着
で
あ
っ
た

生
産
者
と
農
協
の
実
態
に
も
、

落
胆
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
農
水
省
は
全
頭
検

査
前
に
食
肉
処
理
さ
れ
た
牛
肉

一
万
二
千
㌧
を
約
二
百
億
円
を

国
が
負
担
し
て
、
焼
却
処
分
す

る
と
発
表
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
国
民
が
食
べ
て
も

い
な
い
牛
肉
を
、
税
金
と
い
う

形
で
買
う
こ
と
で
す
。

　

国
の
怠
慢
に
対
し
て
税
金
の

安
易
な
投
入
は
問
題
あ
り
と
の

強
い
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、

事
態
は
一
刻
の
猶
予
も
許
さ
れ

な
い
状
況
で
す
。

　

消
費
者
の
不
安
を
解
消
し
、

購
買
意
欲
を
回
復
さ
せ
、
畜

産
・
酪
農
家
の
壊
滅
を
防
ぐ
た

め
に
、
狂
牛
病
の
万
全
の
対
策

を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
全

員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

11
月
28
日
13
時
議
運

開
催
。
20
議
案
に
つ

き
審
理
。
そ
こ
で
出

さ
れ
た
意
見
は
次
の

通
り
。
一
般
・
特
別

会
計
補
正
予
算
は
、

地
方
交
付
税
等
の
確

定
に
よ
る
調
整
案
件

で
あ
り
即
決
議
案
が

多
い
が
、
継
続
事
業

等
の
場
合
に
、
そ
の

進
捗
状
況
、
将
来
の

方
向
に
つ
き
、
委
員

会
付
託
す
べ
き
も
の

も
あ
り
全
て
即
決
の
議
案
に
な

る
か
ど
う
か
検
討
を
要
す
。
又

議
案
は
、
議
会
当
日
提
出
さ
れ

る
こ
と
は
理
論
上
正
し
い
が
、

議
事
運
営
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
く

様
数
日
前
に
配
布
さ
れ
検
討
、

研
究
の
時
間
が
与
え
ら
れ
て
い

る
の
が
実
情
。
従
っ
て
、
議
会

最
終
日
に
追
加
議
案
と
し
て
２

件
提
出
さ
れ
た
案
件
に
つ
き
、

こ
の
こ
と
が
検
討
、
研
究
の
要

が
あ
る
議
案
で
あ
る
と
す
れ
ば

審
理
の
慎
重
を
期
す
る
上
で
大

切
な
こ
と
で
あ
り
、
今
後
、
時

間
の
余
裕
を
持
ち
議
案
提
示
す

べ
き
と
の
多
く
の
意
見
が
出
た
。

陳情第10 号「狂牛病の万全な対策を求める意見書の提出

を求める陳情」



議会だより 第４号２００２年　２月 (4)

(4)

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890

編
集
後
記

シ
リ
ー
ズ
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チチチチチ
・・・・・
ザザザザザ
・・・・・
議議議議議
会会会会会

議議議議議会会会会会ののののの権権権権権能能能能能　　　　　（（（（（３３３３３）））））
議議議議議
会会会会会
ののののの
ううううう
ごごごごご
ききききき

議会事務局 41-1111

広報委員長 43-1044

副委員長   41-0485

自自自自自
立立立立立
権権権権権

自
立
権
と
は
議
会
が
国
や
県
の

機
関
や
町
の
執
行
機
関
か
ら
な

ん
ら
の
干
渉
や
関
与

を
受
け
な
い
で
自
ら

を
規
律
す
る
権
限
で

す
。
こ
の
自
立
権
に

は
、①
規
則
の
制
定
、

②
議
会
の
開
閉
及
び

会
期
の
決
定
③
規
律

の
維
持
④
懲
罰
⑤
議

員
の
資
格
決
定
等
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

同同同同同
意意意意意
権権権権権

町
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
の
執

行
行
為
に
つ
い
て
は
一
般
的
に

議
会
の
同
意
を
要
し
ま
せ
ん

が
、
特
に
重
要
な
も
の
に
つ
い

て
は
執
行
の
前
提
手
続
き
と
し

て
議
会
に
同
意
と
い
う
形
で
関

与
す
る
権
限
を
与
え
て
い
ま

す

。

提
案

権
は

町
長

に
専
属
し
、
議
会
に
は
修
正
権

は
な
く
、
同
意
か
不
同
意
か
の

決
定
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
同
意

の
対
象
と
な
る
事
項
は
①
助

役
、
収
入
役
、
監
査
委
員
、
教

育
委
員
会
委
員
等
の
選
任
又
は

任
命
②
町
長
の
法
定
期
日
前
の

退
職
等
が
あ
り
ま
す
。

承承承承承
認認認認認
権権権権権

権
限
を
有
す
る
執
行
機
関
が
処

理
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
事
後

に
承

諾
を

与
え

る

権

限
で
す
。
具
体
的
に
は
、
町
長
が

専
決
処
分
し
た
事
項
に
つ
い
て
、

次
の
議
会
に
報
告
し
、
そ
の
承

認
を
も
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
こ
れ
を
審
議
し
、
承

認
す
る
か
し
な
い
か
を
決
め
る

十十十十十
一一一一一
月月月月月

　

２
日　

国
保
運
営
協
議
会

　

４
日　

消
防
秋
季
防
災
訓
練

　

12
日　

町
長
就
任
式

　
　
　
　

広
域
連
合
議
会

　

13
日　

湖
北
行
政
事
務
組
合

十十十十十
二二二二二
月月月月月

　

３
日　

下
水
道
建
設
委
員
会

　
　
　
　

消
防
委
員
会

　

４
日　

12
月
定
例
会
開
会

　

11
日　

一
般
質
問

　

12
日　

一
般
質
問

　

13
日　

委
員
会
審
査

　

20
日　

ほ
た
る
童
謡
公
園
建

　
　
　
　

設
委
員
会

　

21
日　

議
会
全
員
協
議
会

　

24
日　

辰
野
町
表
彰
式
典

　

25
日　

保
育
所
運
営
委
員
会

　

26
日　

上
伊
那
消
防
議
会

　

27
日　

伊
北
環
境
行
政
組
合

　
　
　
　

議
会

　

28
日　

仕
事
納
め

一一一一一
月月月月月

　

４
日　

仕
事
始
め

　

13
日　

交
通
安
全
協
会
初
出

　
　
　
　

式

　
　
　
　

消
防
団
・
奉
仕
団
出

　
　
　
　

初
式

　

15
日　

地
域
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ

　
　
　
　

ト
シ
ス
テ
ム
竣
工
式

　

29
日　

図
書
館
協
議
会　
　

　
　
　
　

町
営
バ
ス
川
島
線
運

　
　
　
　

営
委
員
会

　

30
日　

天
竜
川
改
修
対
策
委

　
　
　
　

員
会

　

市
町
村
の
合
併
議
論
が
に
わ

か
に
新
聞
報
道
の
特
集
な
ど
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

歴
史
的
に
は
、「
明
治
の
大
合

併
」「
昭
和
の
大
合
併
」
に
つ
づ

く
「
平
成
の
大
合
併
」
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

全
国
町
村
会
は
、
昨
年
の
七

月
に
は
、
三
十
七
年
ぶ
り
に
臨

時
大
会
を
開
催
し
て
、
市
町
村

合
併
強
制
に
反
対
す
る
特
別
決

議
を
採
択
し
て
い
ま
す
。

　

地
方
自
治
体
を
構
成
す
る
も

の
は
、
住
民
自
治
と
団
体
自
治

で
あ
る
と
い
わ
れ
、
合
併
論
議

は
住
民
自
治
の
最
た
る
も
の
で

す
。

　

住
民
を
代
表
す
る
唯
一
の
機

関
で
あ
る
議
会
が
、
こ
の
問
題

に
関
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
は

極
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。

権
限
で
す
。

請請請請請
願願願願願
・・・・・
陳陳陳陳陳
情情情情情
ををををを
受受受受受
理理理理理
ししししし
、、、、、
処処処処処
理理理理理

すすすすす
るるるるる
権権権権権
限限限限限

住
民
の
代
表
機
関
と
し
て
、
民

意
を
広
く
行
政
に
反
映
さ
せ
る

た
め
、
町
の
事
務
や
議
会
の
権

限
に
属
す
る
事
項
全
般
に
関
す

る
請
願
を
受
理
し
、
こ
れ
を
処

理
す
る
権
限
で
す
。

請
願
は
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
た

権
限
と
し
て
公
の
機
関
に
要
望

で
き
る
制
度
で
あ
り
、
陳
情

は
、
事
実
上
の
行
為
と
し
て
議

員
の
紹
介
な
し
に
で
き
ま
す
。

ご意見ご意見ご意見ご意見ご意見・・・・・ご感想をお寄せくださいご感想をお寄せくださいご感想をお寄せくださいご感想をお寄せくださいご感想をお寄せください

ご愛読のみなさんのご意見をいただい

て順次内容を改善していく所存です。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。あて

先は、議会事務局ないしは、正副委員

長までお願いします。


